
【山梨運輸支局よりお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼルクリーン・キャンペーンの成果について 



 

【自動車検査独立行政法人山梨事務所よりお知らせ】 

 

 

 

検査機器点検のため次の日程にて、検査コースを閉鎖します。 

ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

◇コース閉鎖日       ２月 ８日（火）午前  ３コース（大小兼用） 

       ２月  ８日（火）午後  ５コース（ＤＳ） 

２月１４日（月）午前  ４コース（マルチ） 

 

なお、当日は検査官の指示に従って下さい。 

また、変更される場合がありますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受検中の事故にご注意下さい！！

検査機器の点検に伴う検査コースの閉鎖について 

検査記録を行うときは、 

必ず降車して記録しましょう。 

※降車する時はギヤをＮ又はＰレンジに入れ、サイドブレーキ

も確実に作動させてください。 

※事故例 

検査場において、ＡＢＳ検査の記録を乗車したまま行おうと身を乗りだしていたところ、ブレー

キとアクセルを踏み間違え、暴走し検査ピット柵に衝突しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけしていましたが、２番コース（マルチ）の老朽更新工事が完了し

ました。 

工事期間中は、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番コースの入場可能な車両寸法は以下の通りです。 

 

高さ２.９ｍ、幅２.１ｍ、乗車状態の軸重２０００ｋｇ以下、 

ホイールベース１.８ｍから３.２ｍまで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査法人第２コース再開のお知らせ

平成２３年２月から２番コース 

を再開します。 

※コース入口より 

サイドスリップ検査 

マルチテスタ付近 

※コース出口側より 

下回り検査付近 



 

【自動車税事務所よりお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【上記に関する問い合わせ先】
　山梨県自動車税センター 自動車税課 管理担当
　住　　所：〒406-8558　笛吹市 石和町 唐柏 1000-4
　電話番号：０５５－２６２－４６６２
　 FAX番号：０５５－２６３－２４２１
　納税証明書ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.yamanashi.jp/kenzei-cb/jidosha_nozeikakunin.html

　【ご注意】

　　　お手元に継続検査用納税証明書がない場合は、継続検査を受検する前に

　　平成２２年４月１日時点で付けていたナンバーの都道府県に問い合わせて

　　継続検査用納税証明書の交付を受けてください。（郵送よる交付の場合は

　　手元に届くまでに日数がかかりますので、早めに問い合わせ願います。）

　　　なお、「他県からの転入車両」は継続検査証などで、転入の有無や転入

　　前ナンバーをご確認のうえ、問い合わせをお願いします。（古い自賠責保

　　険の書類でも転入前ナンバーの確認ができる場合があります。）

２ 山梨県の自動車税を銀行等で納付後、２週間以内に受検する場合

　　金融機関等で山梨県の自動車税を納付した場合、自動車税

　センターのコンピューター画面に表示されるまでに、４日か

　ら最長で２週間ほど時間を要する場合があります。

　　この場合の継続検査は、納税確認が長時間になったり、納

　税確認ができない場合は、継続検査が受検できなくなります

　ので、事前に自動車税領収書原本のご用意をお願いします。

自動車税センターから納税証明書ご用意のお願い

　【ご注意】

　　　継続検査の受検前２週間以内に納税があった場合は、お客様から自動車

　　税の領収書原本（コピーやＦＡＸでは、納税確認できません。）をお借り

　　して自動車税センター納税確認窓口に提示いただけるようお願いします。

　毎年、２月～３月３１日にかけては、自動車の継続検査件数が増加する時期です。
　継続検査の際は、お客様からお預かりした自動車の整備とともに、自動車税納税証明書
（継続検査用）もご用意いただき、受検がスムーズに進むようお願いします。
　なお、次の場合は納税証明書のご用意がないと継続検査が受検できませんので、ご注意
ください。

１ 他県ナンバー又は他県からの転入車両の継続検査を受検する場合

　　『他県ナンバー』及び『他県からの転入車両』ともに、

　平成２２年度自動車税を課税した他の都道府県が発行する

　自動車税納税証明書（継続検査用）が必要です。

　　他の都道府県が発行した納税証明書がない場合は、継続

　検査を受検することができません。

　　必ず、自動車税納税証明書（継続検査用）のご用意を

　お願いします。


